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毎週火曜・金曜日発行� ○印は長崎県例規集に登載するもの

◎　選挙管理委員会告示� 所管課（室）名

・	選挙公報掲載順序を定めるくじを行う日時の変更� 選挙管理委員会書記室

長崎県選挙管理委員会告示第34号の２

　令和８年２月８日執行の衆議院議員総選挙において発行する選挙公報について、公職選挙法（昭和25年法律第

100号）第169条第６項の規定により、衆議院名簿届出政党等の掲載文の写しを選挙公報に掲載する順序を定める

くじを行う日時を次のとおり変更した。

　　令和８年１月27日

� 長崎県選挙管理委員会　

� 委員長　渡邊　敏則　

　　衆議院比例代表選出議員選挙

変　　更　　前 変　　更　　後

令和８年１月27日　午後７時30分 令和８年１月28日　午前９時15分

　　　　目　　　　　次

　　　　選挙管理委員会告示
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